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新庁舎に集約する施設（案）について 
 
１ 基本的な考え方 
  今回の改築においては、本庁舎機能を一つの庁舎に可能な限り集約し、一元化を図る

ことを基本的な考え方とする。ただし、業務の特殊性、建物の特殊性等、特殊な事情が

ある場合、この限りではない。 
 
２ 集約を検討する施設について 
  資料２－２のとおり 
  今後、各部と調整させていただいた上で、第３回本庁舎等整備基本構想検討委員会に

おいて提示する予定である。 
 
３ 新庁舎の規模について 
  新庁舎の具体的な規模については、上記の考え方に基づき、事務局にて整理した上で、

第３回本庁舎等整備基本構想検討委員会において提示する予定である。 
 
４ 今後のスケジュール 
 ５月１４日（土） 第３回本庁舎等整備基本構想検討委員会（本庁舎等の規模） 
 ５月２７日（金） 地方分権・本庁舎整備対策等特別委員会 
 ６月 ４日（土） 第４回本庁舎等整備基本構想検討委員会（配置と形状（高さ）） 
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